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ID: 1639
担当部署: 建設水道部 都市整備課 計画調整係

処分の概要 集約都市開発事業計画の認定

法 令 名

根 拠 条 項
都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条第1項

法 令 番 号 平成24年法律第84号

【基準】

法第9条及び第10条の規定による。

(集約都市開発事業計画の認定)

第9条 第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内

における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)

及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条

第1項第3号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれに

附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集約都

市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該

低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事業計

画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2 集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 集約都市開発事業を施行する区域

(2) 集約都市開発事業の内容

(3) 集約都市開発事業の施行予定期間

(4) 集約都市開発事業の資金計画

(5) 集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果

(6) その他国土交通省令で定める事項

(集約都市開発事業計画の認定基準等)

第10条 市町村長は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係

る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすること

ができる。

(1) 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを通じ

て、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。

(2) 集約都市開発事業計画(特定建築物の整備に係る部分に限る。次項から第4項まで及び第6

項において同じ。)が第54条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設において緑

化その他の都市の低炭素化のための措置が講じられるものであること。

(4) 集約都市開発事業計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行するため

適切なものであること。

(5) 当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要

なその他の能力が十分であること。

2 建築主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発事業により整備さ

れる特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法(昭和25年法律第201

号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村を含む。)の市町

村長は、前項の認定をしようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第2

号に掲げる基準に適合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を



名寄市 法適用申請に対する処分個票

2

得なければならない。

3 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請

に係る集約都市開発事業計画を建築主事に通知し、当該集約都市開発事業計画が建築基準法

第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出るこ

とができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定による確認の申請書を提

出しなければならない。

4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る集約都市開発事業計

画を建築主事に通知しなければならない。

5 建築基準法第18条第3項及び第14項の規定は、建築主事が前項の規定による通知を受けた場

合について準用する。

6 市町村長が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を

受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計画は、

同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。

7 市町村長は、第5項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書の交付を

受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。

8 建築基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第5項において

準用する同法第18条第3項及び第14項の規定による確認済証及び通知書の交付について準用

する。

9 集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第1項の認定

を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、エネルギー

の使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第75条第1項又は第75条の2第1項の規

定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出をしたものと

みなす。この場合においては、同法第75条第2項から第4項まで又は第75条の2第2項の規定は、

適用しない。

標準処理期間 30日

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 7 月 1 日 最終変更年月日 年 月 日


